
   

 

重要事項説明書（１）  

〈各サービス共通事項〉 

 
あなたに対するケアサービスの提供を始めるにあたり、厚生省令第 37 号第 119 条、第

155 条及び第 40 号第 5 条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりで

す。なお、以下の事項について一部もしくは全部を変更又は改定する場合は、その事項を

事前に通知いたします。 

 

１．事業者 

  事業者の名称 ：医療法人 恵雄会 

  法人所在地  ：岐阜県恵那市大井町 1064 番１ 

  代表者氏名  ：理事長 井口 智雄 

   

２．ご利用施設 

  施設の名称  ：介護老人保健施設 こころ 

  施設の所在地 ：岐阜県恵那市大井町 1064 番１ 

  開設年月日  ：平成 16 年 8 月 10 日 

  管理者名   ：井口 智雄 

  電話番号   ：０５７３－２５－０９９６ （ＦＡＸ）０５７３－２５－０９９７ 

  

 【ご利用施設で併せて実施する事業】 

  

【併設施設】 

  井口ハートクリニック：循環器科・呼吸器科・リハビリテーション科･内科･外科 

院  長：井口 智雄 

   電話番号：０５７３－２５－０８１０（ＦＡＸ）０５７３－２５－７７４５ 

 

 

 

 

事業の種類 
岐阜県知事の事業者指定 

利用定員 
指定年月日 指定番号 

施設 一般入所 H16 年 8 月 9 日 2151780018 56 名 
H28 年 8 月 9 日 2151780034 44 名 

居宅 短期入所療養介護 H16 年 8 月 9 日 2151780018 
空床利用 

H28 年 8 月 9 日 2151780034 
通所ﾘﾊﾋﾞﾃｰｼｮﾝ H16 年 8 月 9 日 2151780018 40 名 

     



   

３．介護老人保健施設の目的と運営方針 

 （目的） 

   介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医 

療と日常生活上のお世話などの介護老人保健施設サービスを提供することで、入所者 

の要介護状態の軽減又は悪化の防止に努めるようにし、１日でも早く家庭での生活に 

戻ることができるように支援することを目的とした施設です。さらに、家庭復帰の場 

合には、療養環境の調整などの退所時の支援も行いますので、安心して退所いただけ 

ます。 

   この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご 

理解いただいた上でご利用ください。 

 （介護老人保健施設こころの運営方針） 

  ①通過施設・在宅ケア支援施設として、個々人の意思を尊重した質の高い総合的サー

ビスを提供し、家庭復帰の援助を目的とする。 

  ②施設は、老人に適するように配慮し、安らぎを感じる明るい雰囲気の楽しい生活の

場とし、地域や家庭との連携を重視した運営を行う。 

 

４．介護保険施設サービスについて 

 

◇ 介護保険証の確認 

説明を行うにあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

◇ ケアサービス 

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける

状態になるにはどのような介護サービスを提供すべきか等が組み込まれた施設サービ

ス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わる多職種の協議によって作

成されます。その際、ご本人・扶養者の希望を十分に取り入れ、また計画の内容につい

ては同意を頂いております。 

医療： 

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を入所対象としています。 

また医師・看護職員が常勤しており、ご利用者の状態に応じた適切な医療・看護を

行っております。 

介護： 

施設サービス計画に基づいて実施します。 

機能訓練： 

 原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練となりま 

す。そのための様々な活動がリハビリテーション効果を期待します。 

◇ 生活サービス 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の

立場に立って運営しています。 

 



   

療養室： 

3 階専門棟 38 室（44 人） 

・ ユニットケア個室 44 室（個室 44 室と共用空間を１区分とし 4 区分） 

 

 2 階療養棟 17 室（56 人） 

    ・ 4 床室 13 室 

・ 一般個室 3 室、特別室 1 室 

＊ 一般個室・特別室については別途料金を頂戴します。 

  食 事： 

   管理栄養士が計画する献立表により、栄養価と利用者の心身状況を考慮したバラエ

ティに富んだ食事を提供します。また、利用者の心身の状況によっては治療食を提供

することがあります。 

（御食事時間） 

   朝 食  ８時００分より  

   昼 食 １２時００分より  

   夕 食 １８時００分より 

＊ 食事は、原則として 2 階食堂及び各ユニットの食堂でお召し上がりいただきます。 

     

   入 浴： 

入所者については、基本的に週２回以上ご利用いただきます。また、寝たきり等で

座位のとれない方は、機械を用いた特別入浴も可能です。 

   但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

 

  離床・着替え・整容等： 

   寝たきり防止のため、出来る限り離床を促し、生活のリズムを考えて毎朝夕の着替

えを行うよう援助します。また、個々の生活スタイルに配慮してご希望により適切な

整容が行われるよう援助もします。 

  ・療養室のシーツ交換は、週１回以上実施いたします。 

  ・理美容 

    毎月出張による理美容サービスをご利用いただけます。（予約制） 

＊ 理美容サービスは、別途料金を頂戴いたします。 

  ・私物委託洗濯 

＊ 入所中において、利用者の衣類の洗濯を施設にて承る事が出来ます。 

   

  排 泄： 

   利用者の状況に応じて適切な排泄援助を行うとともに、排泄の自立についても適切

な援助を行います。 

  



   

身体拘束 

当施設のサービス提供に当たっては、基本的には身体拘束は行いませんが、当該入

所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束その他

入所者の行動を制限する行為を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を説明し、利用者又はご家族の同意をいただく

こととします。個別の状況として、点滴などのチューブをはずす、脱衣行為、皮膚を

かきむしる、おむつをはずす、不潔行為、車椅子からずり落ちる、歩行の不安定、転

倒・転落等、徘徊、異食、暴力・暴言、妄想、大声、不穏、他部屋進入、離設等の場

合は、ミトンの使用、抑制着の使用、安全ベルトの使用、柵の使用、眠剤の使用、個

室対応、鍵をかける等で最小限の身体拘束を行います。 

 

 虐待のための措置 

  当施設は、虐待の発生又はその再発を防止するために必要な措置を講ずるものと 

  します。 

1 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その 

内容を職員に周知します。 

 2 虐待の防止のための指針を整備します。 

 3 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

 4 上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこととします。 

 

健康管理： 

   常勤医師等により、原則週１回の回診を設けて日常の看護とともに健康管理に努め

ます。また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をもって引

き継ぎます。また、回診日以外においても、病状に応じて適宜診察を実施し、適切な

医療の提供に努めます。 

   なお、入所及び通所リハビリテーション利用時間中は、施設より依頼するなど特別

な事情がない限りは施設外の他の医療機関に受診することは出来ませんのでご留意く

ださい。 

  （当施設の常勤医師） 

   １．氏 名：井口 智雄 

     診療科：循環器科・内科 

 

機能訓練： 

   リハビリテーション職員（所有資格：理学療法士／作業療法士／言語聴覚士等）に

よる利用者の身体状況に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努

めます。入所者については、週 3 回以上のリハビリテーションを行います。また、個

別リハビリテーションが必要と判断される利用者に対しては「個別リハビリテーショ

ン計画書」を作成し、リハビリテーション職員がマンツーマンにて状態に適したリハ

ビリテーションを行います。 



   

 

  介護・福祉用具の購入代行： 

   利用者及びご家族が自ら購入が困難である場合は、施設による購入代行サービスを

ご利用いただけます。ご利用いただく場合は、やむを得ない場合を除き、7 日前までに

購入代金を添えてお申し込みください。 

   主な購入代行品は、車椅子、杖、補装具などです。ご購入にあたってはリハビリ専

門職等による指導を受けられます。 

   (申し込み先：事務所) 

 

社会生活上の便宜： 

  [レクリエーション] 

   当施設では、施設での生活を実りあるものとするため、必要な教養娯楽設備・用 

具を整え、ボランティアも交え適宜レクリエーション行事やクラブを企画し、実施 

します。 

  （主なレクリエーション行事） 

   ・誕生日会、季節毎の行事、おやつ作り、カラオケ、お花見会、お茶会、外出レク

リエーション等 

  （クラブ活動） 

   ・音楽、書道、手芸、園芸、等 

  （コーヒーサービス）2 階利用者様対象 

   ・コーヒーとお菓子で 1 回 50 円（税込み）でコーヒーサービスを行っています。 

５．要望及び苦情等のご相談 

  当施設： 

   窓口担当者：支援相談員  

   ご利用時間：午前９時００分から午後 6 時００分まで 

（原則として、土・日・祝祭日を除かせて頂きます。） 

   ご利用方法：電話 ０５７３－２０－３２５７ 

   面   接：随 時（充分な時間を確保するため、事前のご予約をおすすめします。）

ご意見箱 ：1 階エレベーター前に常時設置 

 

  相談及び援助： 

   当施設は、利用者及びそのご家族からの介護相談について誠意をもって応じ、可能

な限り必要な援助を行うよう努めます。 

  （相談窓口）支援相談員 

  

[行政手続の代行] 

    入所中において、行政機関に対する手続が必要な場合、入所者及びその家族の 

状況によっては、施設がこれを代行します。 

   



   

  国民健康保険団体連合会 

   国民健康保険団体連合会は介護保険法第 176 条第 1 項第 2 号に基づく介護サービス

等の質の向上に関する調査並びに指定事業者等に対する必要な指導及び助言（苦情処

理業務）を行う機関です。 

   岐阜県国民健康保険団体連合会 介護保険課： 

    電話の場合：０５８－２７５－９８２６ 

          （受付時間）平日 午後 9 時から午後 5 時まで 

  市町村 

   市町村は、介護保険の保険者として最も身近な苦情相談窓口であり、事業者に対

する調査、指導助言を行います。 

   お住まいの市町村介護保険担当課までご相談ください。 

６．協力医療機関 

◇ 他機関・施設との連携 

協力医療機関への受診： 

 当施設では、病院・診療所や歯科診療所に協力をいただいていますので、利用者の状

態が急変した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

他施設の紹介： 

 当施設での対応が困難な状態になったり、専門的な対応が必要になった場合には、責

任をもって他の機関を紹介しますので、ご安心ください。 

当施設の、協力医療機関・歯科医療機関は、下記のとおりです。 

協力医療機関 

名 称 市立恵那病院 

住 所 恵那市大井町２７２５ 

協力歯科医機関 

名 称 奥村歯科医院(恵那歯科医師会) 

住 所 恵那市長島町中野１２１６－２４ 

  ＊希望により出張診療していただきます。 

 

７．非常災害時の対策 

   施設は非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため

に次の設備の設置並びに訓練を実施します。 

  （１）消防法に基づく諸設備の完備、有資格者による定期点検 

  （２）コンピューター・ビル管理システムの完備 

  （３）2 階、3 階建て部分には避難用バルコニーの設置 

  （４）年 2 回以上避難用誘導訓練（内 1 回は夜間想定訓練）の実施 

  （５）年 2 回以上消火及び通報訓練の実施 

  （６）非常災害対策の詳細については、別途作成します。 

 

 



   

８・事故発生時の対応 

 （1） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告書の方法を定めた事故発生防

止のための指針（マニュアル）を整備します。 
  (2)  事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事

実を報告し、その分析を通じた改善策に基づき再発防止に努めます。 
 （3） 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。 

 (4)  施設は、入所者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに 
市長村、恵那県事務所福祉課、入所者の家族等に連絡を行い、必用な措置を講

ずるものとします。 
 (5)  施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録します。 

  (6)  施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合     

は、損害賠償を速やかに行います。 
9・ご利用の際の留意事項  

面会 面会時間（平日：午後 2 時から午後 4 時）前日までに予約

が必要です。詳細は別紙参照。 
食べ物の差し入れ 食べ物の差し入れは、医療及び衛生管理上必ず事務所職員

までお知らせください。 
外出・外泊 外出・外泊は、原則していただけません。施設外の医療機

関への受診は施設からの依頼による診療のみとなってお

ります。ご不明な点はご相談下さい。 
施設外の医療機関への

受診 
施設利用中は、原則として個人で他の医療機関を受診する

ことはできません。施設医師より、医学的観点から検査等

が必要な場合において、協力医療機関等へ診察を依頼する

ことがあります。 
居室・設備・器具の利用 施設内の療養室、設備や器具は本来の用法にしたがってご

利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた

場合、弁償していただくことがあります。 
喫煙・飲酒 アルコール類の施設内の持込はご遠慮ください。 

喫煙は、施設内は全館禁煙となっております。 
迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑行為になる行為はご遠慮願いま

す。また、むやみに他の入居者の療養室に立ち入らないよ

うにしてください。 
所持品管理 認知症症状により自己管理等が困難と判断される場合、又

は、他者に対して迷惑行為が行われると判断される場合に

おいては、職員が別室にて所持品を管理することがありま

す。 
金銭管理 高額な金銭所持は事故防止の観点から禁止いたします。 

入所時に金銭所持の確認をさせていただきます。但し、小

額の金銭については、ご利用者様自身での管理であれば所

持をしていただくことができます。 
その他 施設内で他の利用者に対する宗教活動および政治活動は

ご遠慮ください。なお、施設内へのペットの持ち込み及び

火気・危険物の持ち込みはお断りいたします。 
その他ここに定めのない事項についても、必ず支援相談員

又は各階サービスステーションにご相談ください。 

 

 



   

 ＊当施設は、介護保険施設として介護保険制度はもとより皆様からの利用料金等を頂き

運営させていただいております。従いまして、入所や退所時に何ら特別のお心遣いは一切

必要ございません。皆様変わりなくお世話させていただきます。 

  

◇ 緊急時の連絡先 

緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

10．ご利用料金のお支払方法 

  別紙２の重要事項説明書（２）の利用料金表に基づき、毎月１０日に、前月分の請 

求書を発行しますので、その月の２０日までにお支払ください。 

 お支払方法は次の中からお選び下さい。 

〈お支払方法〉 

１．金融機関口座より自動引き落とし（1 ヶ月目は現金にてお支払願います。） 

２．ご来所の上、現金にてお支払い 

３．銀行振り込み 

＊現金でお支払いただきますと領収書を発行いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


